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会議録概要 

 

１ 開催した会議の名称 第４回小城市都市計画審議会 

 

２ 開催日時 平成２３年１２月２１日（水） ９時３０分から１１時３０分まで 

 

３ 開催場所 小城市芦刈保健福祉センター 集団指導室 

 

４ 出席者  長会長、後藤委員、陣内委員、大坪委員、岸川委員、香月委員、西村委員、古川委員、

本村委員、古賀委員（委員１０名） 

 

古川建設部長、池田都市整備推進室長、南里係長、田中主査（事務局：４名） 

松枝課長、木塚副課長、永田主査、大坪主査（下水道課：４名） 

 

５ 傍 聴  １名 

 

６ 議 題 （１）開会 

      （２）配布資料の確認 

      （３）委員の出席数 

      （４）会長選任 

      （５）会長職務代理者の指名 

      （６）審議会の公開・非公開 

      （７）第１号議案 小城都市計画下水道の変更（小城市決定） 

      （８）その他 １）次回の案件 

             ２）報告事項 

      （９）閉会 

 

 

 

 



 2 

 

９時３０分開会 

〈開会〉 

 

〈挨拶〉 

 

〈配布資料の確認〉 

 

〈委員の出席数〉 

○事務局（池田室長） 

参考資料２の小城市都市計画審議会条例第７条第２項の規定に「審議会は、委員及び議事に関係のあ

る臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。」となっております。 

本日、委員１０名のうち、１０名が出席されておりますので、本会議は成立していることを報告しま

す。 

 

〈会長選任〉 

○事務局（池田室長） 

会長の選任ということで、参考資料２の都市計画審議会条例ですけども、第６条第１項の規定に「審

議会に会長１人を置き、会長は、識見を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって

これを定める。」とあります。委員の更新につき、再度、会長を選任する必要がありますが、どういた

しましょうか。 

 

事務局案ということでよろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

それでは、１号委員の佐賀大学の長委員さんのほうにお願いしたいと思います。 

長委員は、会長席へ移動をお願いします。 

 

〈会長挨拶〉 

○長会長 

御指名でございますので、小城市の小城町のまちづくりをやっておりますけど、学生といっしょにワ

ークショップで歩いています。せっかく、いい水路があるのに、下水道がなくて、きたないという意見

もあります。この、都市計画に関わることですけど、皆さんといっしょに御審議いただいて、いいまち

づくりができますようにお願いしたいと思っております。 

 

〈会長職務代理者の指名〉 

○事務局（池田室長） 

次に、会長職務代理者の指名ということで、小城市都市計画審議会条例第６条第３項の規定に「会長

に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。」
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とありますので、会長さんの方で指名をお願いしたいと思っております。 

 

○長会長 

わかりました。それでは、さきほどの名簿をご覧いただきたいと思いますが、前回に引き続いて、佐

賀大学の後藤先生にお願いしたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

〈審議会の公開・非公開〉 

 

○事務局（池田室長） 

審議会の公開ですが、「審議会等の会議の公開に関する指針」により原則、公開としております。 

｢小城市情報公開条例｣におきまして、個人情報が含まれるなど公開する事がふさわしくないものにつ

いては、公開しないとしておりますが、本日の審議会につきましては、公開する事にふさわしくないも

のというのはございませんので、公開するという方向で進ませていただきたいと思いますが、会長いか

がでしょうか。 

 

○長会長 

よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

はい、それでは、公開にさせていただきます。 

 

○事務局（池田室長） 

はい、ありがとうございます。今回の審議会は公開として、議事の概要及び会議の資料等につきまし

ては、市のホームページで一般公開をさせていただきます。なお、本日の審議会へ１名の方から傍聴の

申込みがあっております。傍聴を許可したいと思っておりますが、よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

それでは、議案審議等をお願いします。本日の議案については、あらかじめ会長のほうにお届けして

おります。会長、審議の進行をよろしくお願いします。 

 

○長会長 

はい。それでは、審議に入らせていただきます。お手元の次第に沿って、進めたいと思いますが、第

１号議案 小城都市計画下水道の変更についてご提案をお願いします。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

下水道課長の松枝です。それでは、早速ですけども、第１号議案 小城都市計画下水道の変更（小城
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市決定）のほうから説明をさせていただきます。 

１ページをご覧ください。これは、小城都市計画下水道の「１．下水道の名称」、「２．排水区域」、「３．

下水管渠」及び、「４．その他の施設」を次のように変更するものです。変更の理由につきましては、

３ページのほうに掲載しておりますので、読み上げて説明とさせていただきます。 

小城都市計画区域は、昭和 25年に旧小城町の全域を、また、牛津都市計画区域は、昭和 31年に旧牛

津町の全域を都市計画区域に指定していた。 

その後、平成 17 年 3 月に旧小城町、旧牛津町、旧三日月町及び旧芦刈町の 4 町が合併し小城市が誕

生した。小城市においては、今後、旧 4町の拠点の連携をさらに緊密にし、一体の都市として総合的に

整備し、開発し、及び保全するため平成 22年 10月に小城市全域を対象とした「小城都市計画区域」を

指定し、現在に至っている。 

本計画決定は、上記、都市計画区域の変更に伴い、本市公共下水道の「1.下水道の名称」「2.排水区

域」、「3.下水管渠」、「4.その他の施設」の追加及び変更を行い、当該都市計画区域内の公共下水道の整

備を促進し、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図り、もって健全な都市の発展に資するもので

ある。よって、ここに小城都市計画下水道の変更を行うものである。以上が変更を行う理由です。 

１ページをお願いします。１．下水道の名称につきましては、小城市公共下水道とするものでござい

ます。変更内容につきましては、４ページをお願いします。参考ということで、新旧対照表を掲げてお

ります。１．下水道の名称です。区分、前回、今回、備考となっております。小城処理区につきまして

は、前回はありません、今回は小城都市計画小城市公共下水道として追加をしております。これは、下

水道の整備構想に沿って、新たに追加を行ったものです。牛津処理区につきましては、変更はありませ

ん。三日月の処理区につきましては、前回はなく、今回、小城都市計画小城市公共下水道として追加を

しております。これは、三日月が小城都市計画区域に指定されたため、追加を行っております。それか

ら芦刈処理区につきましては、同じく、前回はなく、今回、小城市公共下水道ということで追加をして

おります。これも三日月地区と同じく、芦刈町が小城都市計画区域に指定されたため、追加を行ってお

ります。それから、清水・原田処理区でございます。これは、前回、小城町公共下水道としておりまし

たところを小城市公共下水道ということで、旧町の名称が残っておりましたので、名称の変更をあげて

おります。以上が下水道の名称についての説明です。 

また、１ページにお願いします。２．排水区域です。排水区域につきましては、総括図を添付してお

ります。総括図は、お手元の議案用付図の１ページの方に添付しております。そちらをご覧いただくよ

うお願いします。説明につきましては、前の方に拡大図を掲示しておりますので、そちらで説明を行い

たいと思います。 

それでは、４ページのほうを見ていただいてよいでしょうか。排水区域としております。これは、下

水道の計画区域と同じ区域となっております。それから、今回の排水区域は、合併前に旧町ごとに計画

されていた区域を、市の財政状況やこれからの人口減尐等の社会の状況の変化に対応するために、経済

性、効率性を検討して定めております。 

まず、小城処理区についてです。前回はなく、今回、約３２３ｈａとしております。区域といたしま

しては、皆さまのお手元にありますように、旧小城町を中心とした区域です。小さい細い線があると思

いますけど、この区域のところを小城処理区ということで追加を行っております。小城処理区は、浄化

センターの建設をしておりません。その分につきましては、小城処理区の汚水は、浄化センターを建設

をせず、三日月の浄化センターと牛津の浄化センターに配分をして、処理をするようにしております。

小城処理区につきましては、一部、旧三日月の区域が入っております。それは、なぜかといいますと、
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この小城処理区について、三日月浄化センター、それと牛津浄化センターに配分するために、仁俣地区

に中継ポンプ場を設置しております。これを、そのまま、現在ある管を利用して汚水を流すことは難し

いので、三日月町仁俣地区に中継ポンプ場を作りまして、ここから圧力をかけて、送るようにしており

ます。そういう理由がありますので、三日月町仁俣中継ポンプ場から上流のほうですね、この一帯を、

３２３ｈａということで今回を排水区域に加えております。この小城処理区につきましては、三日月町

の仁俣、土生、甘木、久米、本告を含めた形で、３２３ｈａとしております。それから、小城処理区の

高速道路から上の方とか、晴気川から西の方とか、この分は、経済性、効率性から検討したところ、今

回は、下水道の排水区域から外すようにしております。 

次に、牛津処理区です。前回、２６９ｈａでしたけど、今回、３０３ｈａとしております。３４ｈａ

増えております。牛津処理区につきましては、私が指しております、この線の区域内を牛津処理区とし

ております。今回、３４ｈａ増えておりますのは、この牛津処理区より上の三日月処理区の甲柳、石木

とかあります。この区域につきましては、今回、三日月のところまで新たに下水管をひいたりする場合

が、経済性、効率性が悪くなりますので、三日月町と牛津町の境界の甲柳近くまで下水管が来ておりま

す。それから、石木も牛津町の下水管がきておりますので、直接、接続して牛津の方で処理をすること

にしております。同じく、芦刈町につきましても、町分地区ですね、八枝、立野、浜中、川越、これに

つきましても、牛津町のすぐ近くまで、下水管がきておりますので、この分につきましては、牛津町で

処理をするということで、３４ｈａほど増えております。 

三日月町につきましては、これは同じく、この範囲を三日月町の範囲としております。２１１ｈａで

すね。 

芦刈処理区は、牛津処理区の南の部分ですね、この部分を芦刈処理区としております。この部分が、

１２３ｈａあります。 

それから、清水・原田処理区ですね。これは、４ｈａで変更ありません。場所は、清水のすぐ近くで

す。この部分が４ｈａとなっています。 

全体で９６４ｈａということで、排水区域ということで定めております。 

次に、下水管渠というところです。これにつきましては、浄化センターの放流管渠の名称と定めるも

のでございます。同じく、５ページをご覧ください。放流管渠ということで、牛津浄化センターです。

これは、変更はありませんけど、牛津の浄化センターがここにあります。浄化センターから牛津川へ流

す部分ですね。この部分が放流管渠となっております。それから、次の三日月浄化センターです。これ

は、新たに追加をしております。三日月浄化センターは、ここにあります。ここから、福所江の方に流

す管ですね、この部分の放流管渠を追加しております。それから芦刈浄化センターの場所はここにあり

ます。これは、芦刈浄化センターから弁財川という準用河川というのがありますので、弁財川までの放

流管渠を今回、追加をしております。それから、清水浄化センターです。清水浄化センターにつきまし

ては、今回は、名称が変更となっております。以前は、大字松尾字清水となっておりましたけど、今回

は、大字がとれまして、松尾字清水ということになっております。場所につきましては、清水浄化セン

ターの下流のほうです。放流先は、清水川ということになっております。 

次の、その他の施設について説明をいたします。５ページのその他の施設のところで説明を行いたい

と思います。名称と位置をあげております。牛津浄化センターにつきましては、変更はありません。三

日月浄化センターを新たに追加しております。場所は、樋口字江口というところです。それから、芦刈

浄化センターというところです。芦刈町永田字稲荷角というところです。それから、清水浄化センター

つきましては、名称を小城町清水浄化センターから清水浄化センターに変更しております。位置につき
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ましては、変更ありませんけど、名称を小城市小城町松尾字清水に名称の変更を行っております。それ

から、今回、仁俣中継ポンプ場を新たに追加しております。位置につきましては、三日月町長神田字仁

俣というところになります。 

以上が変更の内容となっております。 

それから、参考の方に、都市計画策定の主な経緯と今後の手続きについてですね、掲載をしておりま

すので、概略説明をさせていただきます。６ページです。参考２都市計画策定の主な経緯と今後の手続

きということで、原案作成ということで、平成２３年９月下旬に作成をしております。それから、地元

関係者との打合せということで、地元説明会を平成２３年１０月１１日から１１月 1日まで行っており

ます。内容については、添付しております参考資料４をご覧いただいてよいでしょうか。小城都市計画

下水道変更に伴い説明会と公聴会を開催しますという資料です。これは、説明会の日程ということで、

１０月１１日の岩松支館から１１月 1日の晴田支館まで７ヶ所で説明会を行っております。説明会のお

知らせにつきましては、小城市の広報誌１０月５日号に掲載をしております。それから、ホームページ

でも説明会を行うということで掲載をしております。小城公民館で説明会をするときには、防災行政無

線でも放送をして、説明会の案内を行っております。 

６ページの備考のところですけども、公聴会の予定日ということで、平成２３年１１月１８日に予定

しておりましたけど、公述申し出書の提出がありませんので、中止としております。 

それから、この内容について、県との事前協議を１１月１６日に行っております。それから、県との

事前協議の回答が１１月３０日にあっております。この案の公告、縦覧につきましては、１２月１日か

ら１２月１４日までの２週間行っております。これに対しての意見書の提出はされておりません。それ

から、小城市都市計画審議会ということで、本日、１２月２１日開催させていただいております。次に、

知事の同意を要しない協議ということで、２４年１月中旬に行いたいと思っております。それから、決

定の告示を２４年２月上旬に行いたいと思っております。 

以上で都市計画下水道の変更の概要説明を終わりたいと思っております、 

ご審議、よろしくお願いします。 

 

○長会長 

はい。ありがとうございました。ただいまの提案につきまして、皆さんのご意見をいただきたいと思

います。 

 

○Ｆ委員 

Ｆでございます。さきほど、排水区域等の御説明がございましたけども、資料を見ていましたら、削

除計画決定面積というのが、２ｈａほどあっているようですが、地図にも、黄色で削除決定ということ

で記してあったと思いますけど、そこの場所と理由についてお尋ねをします。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

先ほどのご質問なんですけども、削除のところです。旧牛津町の下水道区域のところで、以前下水道

計画で都市計画を決定されたときには、将来、宅地に開発がされるだろうということで、見込んでいた

ところがありました。今回、その分について、詳しく調査をしましたところ宅地開発が見込めないとい

うことで、現在、農地であったり、更地であったり、家が建っておりませんでしたので、その分につい

て、今回、削除を行っております。その面積が約２ｈａあります。 



 7 

○Ｆ委員 

詳しい町名、場所がわかりましたらお願いします。将来、宅地になるであろうということで計画して

いたが、計画がないということですね。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

議案用付図の８ページを見ていただいていいでしょうか。８ページのところに黄色で色分けをしてお

ります。ここのところにつきましては、現在、住宅が建っておりません。経済的にも、そこに下水管を

ひくと不利になるところですので、今回、計画から落としております。それと、その上のほうに、黄色

で４つありまして、上の２つにつきましては、現在、経済的にも不利でありますし、すでに合併浄化槽

も入っておりますので、今回、下水道区域から除外をしております。同じように、１１ページ、１３ペ

ージ、１４ページにもありますけれども、下水道計画から削除した内容につきましては、経済的に不利

になるところ、効率が悪くなるところなどで宅地がされていないところを除外をしております。 

 

○Ｆ委員 

８ページの資料でいきますと、牛津町のどこ地区と教えていただければと思います。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

牛津町の乙柳ですね。 

 

○Ｅ委員 

今回の都市計画の変更は、下水道の変更というのが基本であるのですけども、先ほど排水区域の中で、

小城処理区は、処理場を持たない。三日月と牛津のほうに排水すると。仁俣というとこで、分岐して流

すということですけども、聞きたいのは、小城処理区の３２３ｈａの内、牛津処理区、あるいは三日月

処理区にどういう風に流れていくかと面積で結構ですので、小城処理区のこれだけの分が牛津の方に流

れ、三日月の方に流れということをお示ししていただきたいということがひとつ。 

今回は、都市計画ということでありますけれども、これにのらない下水道があるわけですけれども、

これが小城市の中でいくらあるのか。よければ、相当の事業費になると思いますけれども、やることに

ついては、問題はないわけですけども、おおまかな事業費について、教えていただきたい。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

それでは、まず、排水区域ということで、小城処理区の分を牛津、三日月にどれくらい配分するのか

ということで、牛津浄化センターのほうには、これは、面積でなくて、水量でいいでしょうか。 

 

○Ｅ委員 

できれば、面積でお願いしたいのですけども、先ほどは、排水区域の面積で言われたから。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

今のところ、面積的には、牛津のほうには、３２３ｈａのうち、６５ｈａ。それから、三日月のほう

に２５８ｈａを予定しております。 

それから、下水道区域外の整備につきましては、今後、合併浄化槽の市町村設置型といいまして、合
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併浄化槽を小城市が事業主体となりまして、設置をして、維持管理を行う計画としております。その内

容につきましては、下水道と同じく、新たに合併浄化槽を設置される方につきましては、下水道と同じ

く、受益者負担金をいただきまして、それから、維持管理につきましても、下水道と同じく、下水道の

使用料という形でいただいてですね、維持管理を進めていきたいと思っております。 

それから、参考資料５のところに、農業集落排水事業の面積を書いておりますので、そちらを見てい

ただいてよいでしょうか。参考資料５のところの下のとこに、農業集落排水事業ということで、砥川、

織島、堀江の３地区のほうですね。３地区とも整備は終わっておりますので、整備地区の面積を掲げて

おります。整備面積済みのところに、砥川地区につきましては、４７．１０ｈａ。織島地区につきまし

ては、７５．５０ｈａ。堀江地区につきましては、１８．７０ｈａということで、農業集落排水の面積

につきましては、１４１．３０ｈａとなっております。 

それから、概算事業費についてですけども、２４４億円を予定しております。 

 

○長会長 

関連してご質問です。先ほど、小城のところを、牛津と三日月に分けてということですけど、これは、

排水管自体は、はっきり分かれているのですか。それとも、ただ面積で言われているのですか。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

排水管についてですけども、今回、仁俣に中継ポンプを作りまして、ここから三日月浄化センターに

行く分と、ここ（仁俣ポンプ）から牛津浄化センターに行く分ということで、２路線を建設して、排水

をするようにしています。 

 

○長会長 

上の方は、エリアがちゃんとわかれているのですか。それとも、面積で、処理能力で分かれているの

ですか。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

ここ（仁俣中継ポンプ場）から送る分につきましては、エリアではなく、ここからの水量ですね。全

体的な水量を８：２ぐらいで送るようにしております。 

 

○長会長 

上の地区のゾーンがちゃんと分かれて、集まってという形でなく、一括して集めたものを処理能力で

分けるということですね。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

そういうことです。 

 

○Ｅ委員 

今言われた、仁俣からですね、２路線に分配するという説明を受けましたけども、現在、牛津のほう

には、すでに管が埋設されているわけですね。そうしますと、３２３ｈａのうちに、牛津に６５ｈａ分

が流入してくるわけですけども、管渠の大きさ、管渠はすでに埋設されているわけですけども、そのボ
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リュームがだいじょうぶなのか、ちょっと、そこまで心配する必要はないと思いますけども、そのへん

は、どのようになっていますか。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

今回、牛津の浄化センターまで送る管渠につきましては、新たに 200ｍｍの圧送化をして、今、行っ

ている管と競合をしない位置に入れて、牛津の浄化センターまで接続をして送りたいと思っております。 

 

○Ｅ委員 

既存のパイプには、接続しないと。別ルートで送るということですね。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

そういうことです。 

 

○長会長 

他にありませんか。 

 

○Ｇ委員 

市町村合併で、旧４町あったわけですが、合併の効果としてですね、小城市は、元々小城町だったん

で、小城町内で処理場を設けるところを、中継ポンプで三日月と牛津にということなんですが、下水道

の必要性は、住民さんは理解されてもですね、どうしても処理場というのは、迷惑施設ということで、

煙たがられるんですが、この場合、小城の汚水を三日月と牛津で受けるということに対して、住民説明

会等の意見というか、理解が得られているのかどうか、その辺を確認したい。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

今回の三日月浄化センター、牛津浄化センターですね。そこの地元の方には、今回、下水道の全体を

見直しまして、小城処理区には、浄化センターを設置しなくて、三日月浄化センターと牛津浄化センタ

ーのほうにお願いしたいということで、浄化センターの地元のほうには説明会に行って、御了解をいた

だいております。 

 

○Ｉ委員 

今、了解をいただいていたという話を聞いたんですけど、確かに浄化センターを設置しておる部落に

は、説明をされているんですよね。そこの周辺には、説明がない。私が管轄している区長会にも公式に

は、なにも説明されていない。今の話からすると、やっぱり、本当の浄化センターの区の住民だけでは

いけないと感じます。やっぱり、もう尐し、広範囲にしないと、私から寄せられている意見からすると、

なんで、下の方ばかり、し尿処理、下水道、塵芥処理という話がかなり出てきている部分も事実なんで

すね。各々、管轄が違いますから、ここで言っている部分もあるわけですけども、やっぱり、もう尐し、

拡大して説明をされたほうがよりベターではないかという風に私は思うんです。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

今、おっしゃられたとおり、今回の下水道の都市計画決定につきましては、地元の浄化センターのと
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ころには、出向いて説明をしておりますけど、さきほど、参考資料４のほうで説明をしましたように、

地元説明会ということで、岩松支館から全体で７ヶ所ほど、その内容についてですね、地元の方には、

説明を１０月１１日から１１月１日の間に説明をさせていただいております。 

 

○長会長 

地元の説明会というのは、建設する地区が地元の対象になるんでしょうか。区長会がありますよね、

区長さんには説明するというのは、場合によっては、配慮があってもいいのかなという感じはするんで

すけど、その辺のとこは、どういうエリアということで、話があったということで、今後の配慮の仕方

ということもあるとは思うのですけども。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

今回の地元説明会ということで、公民館あたりには、出向いて説明をさせていただいていますけども、

今言われたようにですね、区長会について、詳細については、説明をしておりませんでしたので、そう

いうところについては、今後、検討をさせていただければなと思います。 

 

○長会長 

区長さんというのは、地区の全体のことを把握されておかなければいけない立場であるわけですから、

そういったところには、どの程度までするかは別だと思いますけども、配慮があったほうがいいのでは

ないかなと。たまたま、メンバーとして入っておられるので、情報として入ってくるわけですけども、

他の人は、入ってこない状態に場合によってはなりかねない部分があるので、その辺の配慮をお願いで

きればと思います。 

 

○Ｂ委員 

下水道処理の専門家ではないですけども、ちょっと教えていただきたいんですが、参考資料５の基本

構想の図ですかね。さきほど、Ｅ委員さんの質問でも出てきたんですが、結局、大きな決定だと思うん

ですよね。その意味でも審議会は、重要な位置になるのかなと思うんですが。公共下水道の区域でなぜ、

集落排水にしたのかとか、下水道にしなかったのか、将来の合併浄化槽区域、要するにこの図の白にな

っている部分ですね。そのあたりの説明というか、考え方というか、そういったものをしっかり持って

いただかないと住民への説明がだいじょうぶなのかなと不安を思いました。今回の下水道区域も尐し虫

食い的に見える部分が、私にはそう見えるわけですよね。先ほど、牛津の方では、明らかに効果のかか

る事業費の分は外していくと、牛津のところ、他の地区は追加と考え方が違うんですよね。そういう感

じがするんですけど。質問としては、下水道区域で飛び地がありますよね、考え方があるのか、芦刈は

集落も入っていますよね。一方で牛津は入っていない部分もありますよね。そのあたりを補足していた

だければと思います。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

下水道、農業集落排水区域、その辺の最初の計画はですね、合併以前の旧町時代にすでに計画が進ん

でおりまして、農業集落排水事業につきましては、事業が完了しております。それから、例えば、芦刈

地区につきましては、今回、すべて公共下水道区域に入りますけども、水色で着色しておりますけど、

それ以外の集落もあるんですよ、芦刈の一番南の東の方に社搦とかあるんですけども、そういう地区に
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つきましては、下水道をひくとかなりの事業費がかかって、経済的に不利になるというところは、下水

道区域から外しております。他の処理区につきましても、下水道処理区に入れる、入れないの最終判断

は、経済性を考慮して判断しております。そのときに問題になりますのが、下水道区域から外れたとろ

こはどういった整備をするのかということで、先ほどＥ委員さんから質問がありましたように、合併浄

化槽を小城市が事業主体となってですね、下水道と同じように個人から負担金をもらって、設置をして、

維持管理につきましても下水道と同じように下水道使用料をいただいてですね、合併浄化槽の維持管理

をしていくという計画を進めていきたいと思っております。 

それで、小城市全体の汚水の浄化を進めていきたいと考えております。 

 

○建設部長（古川部長） 

私の方から補足をさせていただきます。今回の下水道の見直しにつきましては、先ほど課長が申しま

したように、旧町で計画されていたものを、２１年度から見直し作業をかかったわけです。その見直し

の対象区域というのが、お手元の参考資料５を見ていただけないでしょうか。参考資料５のとこに表が

ありますけども、表の真中あたりに、事業認可面積というところがあります。その２つ右のところに整

備率というところがあります。事業認可というものは、どういったものかといいますと、下水道の全体

の計画の中で、概ね６年から７年ぐらいで整備が完了するものについて、国の事業認可をいただいて、

その範囲の中で工事をしていくということになります。事業認可の面積につきましては、すでに事業を

開始している、または、事業の認可を受けて、６、７年のうちに工事をする範囲ですので、この範囲に

つきましては、見直しは行えないということで、見直しの対象から外しております。 

それで、この認可を受けた地区以外について、見直しを行ったわけです。その結果が、今日、ご審議

をいただいている分でございますけども、その見直しをする過程においては、これから先の２０年後ぐ

らいを目標としまして、人口減とか、高齢化とか、そういうものを考慮して、集落別、または小さい単

位で、経済比較をしまして、公共下水道が有利なとこについては、今回、お示しをしております公共下

水道で整備する。また、下水道より合併浄化槽が有利になるところについては、公共下水道から外して、

合併浄化槽で整備する計画を立てたわけでございます。 

それと、農業集落排水事業につきましては、すでに３地区とも事業が終わっておりますので、この地

区については、見直しの対象から外させていただいているということでございます。 

 

○Ｂ委員 

細かい図を見させていただくと、おそらく将来宅地になるであろうというところも含まれていたりす

るわけですよね。現状追認で拡大していくのは、本来、計画的ではないような気がして、先ほど、経済

性ということでしたけど、なるべく虫食いにならないように、考えていただければなと、そんな風に思

ったわけです。 

 

○長会長 

お願いがあります。今、言われたように、下水道事業でやるもの、集落排水、合併浄化槽でやるもの

と３つのタイプがあるわけですよね。これで、原則的には、全家庭、どっかで区分されると理解してい

いですね。それが、図でですね、ある程度エリア分けしてあると、皆さん、わかりやすいのかなと。細

かいことは言わないけど、これは、下水道事業でしょう。集落排水はどこの地区なのか、合併浄化槽は

と色分けしていただくと、なんとなくわかる。ヘクタールで言われると、なんかわからない。そういう
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風にしていただければと思います。これは、お願いですね。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

今、見ていただいてます。参考資料５の後ろの図面に色分けしているところなんですけども、ここを

みていただきますと、公共下水道のとこと集落排水のとこを色分けしていますので、ご確認いただけれ

ばと思います。 

 

○長会長 

色がないところが、合併浄化槽ということですね。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

はい、色を着色していないのが合併浄化槽となります。 

 

○Ｊ委員。 

Ｊと申します。現在、下水道事業が完了され、その区域内でも接続と接続されていないとこもあると

承知しています。その接続率のパーセントと今後、これだけの事業をつぎ込んで工事されるわけですか

ら、接続率を上げる施策を考えていらっしゃるでしょうか。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

現在の接続率はですね。５６．６％です。下水道の接続率を向上させるためにですね。現在、下水道

課の職員が接続されていない家庭を１戸、１戸ですね、訪問して接続していただくようにお願いをして

いるところです。 

 

○長会長 

この接続は、個々の負担になるんですか。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

接続は、公共枡は、市の方で作りますけど、それから、宅地のトイレの改造とか、排水管の整備は個

人さんの負担となります。 

 

○Ｉ委員。 

都市計画の提案ですから、やっぱり住環境によって、快適になるか、ならないかによって、人口もで

すね、やっぱり増加率というのも変わってくると思うんですよね。住環境を整備するということになる

と、エリアの整備をしておかないといかんのですよ。そこに含まれているエリアというのは、農地であ

っても、農振除外地域というのが小城市内である一定あるんですよね。農振除外地域は、エリアの中に

すべて入っているのかということをひとつ知りたいのと、エリアについては、積極的に行った方が住環

境の整備にはいいんじゃないかと意見を私は思っております。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

農振から外したところは、この計画に入れた方がいいという御意見だったんですけど、今回の下水道
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計画の変更については、農振から外れているからと言って、今回の下水道の計画には、入れていません。

ただ、明らかに住宅を作りますという形で農業委員会に申請をされているところにつきましては、下水

道の区域内にしております。 

あと、下水道区域から外れたところにつきましては、区域の隣に大きな住宅の開発があった場合には、

区域外流入ということで、下水道の方に接続をできるような整備もしております。 

 

○Ｉ委員。 

そのときに後追い、後追いという形になるんですよ。後追いなのか、待ち受けなのかという形になる

んですが、どっちがいいのかよくわかりません。ただし、都市計画を立てるときには、待ちの状態の中

で、将来は、こういう構想でこういう地域にしていきますよというのが、都市計画じゃないかなという

気が私はするんですけども、その辺は、待ち受けなのか、それとも追加なのかというのは理解しにくい

のかという風に思うんですけどもね。 

 

○建設部長（古川部長） 

今、Ｉ委員のご意見については、土地利用にも関係するじゃないかなと思っております。Ｉ委員さん

が言われるように、攻めの行政というのをやっていこうとなれば、ある程度、宅地化が予測されるとこ

ろについては、下水道の計画をたてるというのがベストになると思います。ただ、今、現在におきまし

ては、小城市では土地利用の計画というのがはっきり決まっておりません。それで、土地利用をこの区

域は、住宅のエリアですよとか、工業団地のエリアですよとか、決めるとすれば用途地域の指定という

ところまで踏み込む必要があります。そういうのがありますので、今、現在、作業を行っているところ

でございます。 

それと、農振除外区域の件のご質問でございますけども、旧町時代にそれぞれ下水道の計画を立てて

いたときには、今後、宅地化が予測されるだろうというところの田んぼについても下水道のエリアに入

れていたのですけども、そういうものは、宅地化されていないところもあります。それで、そういうと

ころまで下水道区域に入れるということになれば、下水道計画自体が大きな計画でないといけないとい

うことがあって、そういう考え方ではこれからの下水道計画はいけませんよということで、県から指導

もあっております。そういうこともあって、今回の見直しにあっては、農振除外の区域であっても、宅

地の計画がここ数年で目途がたつというところでないかぎりは、下水道の区域から外しています。 

そういうことで、御理解をお願いします。 

 

○Ｅ委員 

３点質問いたします。この地図を見ていますと、農排、あるいは、公共、点在する白地のところです

けども、これは、市町村型合併浄化槽という３つのパターンで、下水を全地区に網羅するという仕組み

になっておりますけれども、これを見てみますと、山間部の晴気、それから、三里、これらは白地であ

るということで、むしろ、こういうところは、点のところは、しょうがないわけですけども、集落が固

まったところは、集落排水がいいのかなと考え方があるわけですね。私が聞きたいのは、集落の集合さ

れている宅地については、農排と市町村型合併浄化槽と経済比較をされたかということが１点。 

それから、現在、これだけの面積をいつまでに計画的にやっていくのかという具体的なものが上がっ

てないにしても、尐なくとも、何十年間には、完了しますよという計画はあると思いますので、その計

画、年次計画。それと、概算事業費は、２４４億という２５０億程度の額になるというわけですけども、
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すでに、終わっているところは、２５０億の入っていないという理解していいですよね。そしたら、ト

ータルでいくらかと出されていますか。 

 

○建設部長（古川部長） 

Ｅ委員さんから、３点ご質問がありました。その、３点目については、担当課長から説明をさせます。

まず、１点目の山間部とか、三里とかのところは、集落排水がいいのではないかというご質問でござい

ましたけれども、それにつきましては、今回の見直しにあたりまして、将来人口の予測とか、集落別、

小さい単位で経済比較をしております。そういう中で、例えば、三里とか、そういうところについては、

集落の固まったところを集合処理、下水道のような一カ所で処理をするような小さい処理場を作って、

下水道で整備をした場合にどうなるのか、それと、合併浄化槽でしたらどうなるのか、そういうものを

ずっと積み上げて、今、現在出させていただいていますけれども、そういう中で経済比較の結果ですね、

今回の下水道のエリアに入っていないところについては、合併浄化槽が有利という結果になりましたの

で、こういう計画にしております。 

それと、いつまでの事業期間なのかということでございますけども、下水道のエリアを決めるにあた

りまして、概ね１５年間ぐらいで事業を完了できるようにと、エリアを決めさせていただいています。

ただ、１５年というのは、今現在、事業を行っている規模がこれからも続いた場合という仮定のもとで、

１５年ぐらいで終わらないといけないと思っております。 

３点目については、担当課長より説明いたします。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

それでは、下水道の総事業費２４０億ほど説明をしましたけど、これまでの整備済みとあわせまして、

公共下水道は、４５６億円ほどかかると考えております。これに、個別排水、農業集落排水を足します

と全体で約５００億を予定しております。 

 

○Ｈ委員 

集合処理の分を書いてありますけど、それ以外のとこは、合併処理でということですが、これからや

る分は、市町村型の合併処理ということで市のほうで管理していく、負担金も市の方でやっていくとい

うことですけど、これまでに済んで、個人でやっている分の対応は、どのように考えていますか。 

 

○下水道課長（松枝課長） 

すでに合併浄化槽を設置されているところですけど、下水道計画区域のところはですね、下水道がく

れば、下水道に接続していただくのですが、下水道区域外のところに、すでに合併浄化槽を設置されて

いるところにつきましては、合併浄化槽を市が引き取りまして、維持管理を下水道と同じく使用料金を

いただいて、市の方で維持管理をしていきたいと考えております。 

 

○長会長 

他にご質問は。そしたら、 今日お諮りした議案につきましては、１号議案につきましては、御了解

いただいたということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（はい） 
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〈その他〉 

 

平成２３年度小城市土地利用方針の作成計画書及び小城市土地利用方針作成の必要性と基本的な考

え方 事務局より説明 

 

○長会長 

一応、その他ということで、今後、都市計画審議会にも諮られてくると思いますが、こういう方針

で進めていくという御説明でございますが、なにか、こんなことを配慮してほしいとかありますか、ど

うぞ。 

 

○Ｅ委員 

説明が終わりましたので、私が感じたこと、それから、特に土地利用計画を作るにあたっての小城市

の目指すまちづくりというのを平行して、ぜひ、この計画書に織り込んでいただきたいと思っておりま

すので、平成１７年に合併以来ですね、小城市の縦の道が弱いと、よく言われております。ましてや、

小城スマートＩＣの計画があるわけですけど、それは、それなりに価値観はあろうかと思うわけですけ

ども、まずは、合併した以上は、南北に弱いこの幹線のインフラ部分をきっちりやっていかないと、合

併した価値観というか、まとまりがある小城市がめざせない感じがします。図２－５の図面にも出てお

りますように小城スマートＩＣを基本に、置きながらという説明をうけました。本来は、南北の道路が

弱いと、平成１７年の合併時点から言われていたわけですよね、いまだ計画は上がっていない。この際

ですね、これから先の都市計画の土地利用もそうでしょうけど、重要な役割を担っていくわけですけど、

ぜひ、こういったことも念頭に置きながら、小城市の目指すまちづくりのために、南北道路を基本にお

かなければならない。もちろん、スマートＩＣがどうのこうのというわけではございませんけど、呼び

込むという意味では、いいわけですけど、まずは、小城市の市民が交流するそういう基幹的道路の整備

は、ぜひ必要だと思いますので、ぜひ、やっていただきたいと。 

それから、もうひとつは、今日においては、尐子高齢化の到来ということをここにも書いてあります。

佐賀県自体もそうであるように、私は、この前、豊田市のほうに行きまして、豊田とここは違うよとい

うことでしょうけど、佐賀県の方にもお願いしたいんですけど、やっぱり、人口が増えないことにはで

すね、活力は出てきません。だから、活力を生み出すためには、どういう産業を増やしていかなければ

いけないかと、基本的な姿勢を知事さんにも提言をしていただいて、佐賀がよくなるように、牛津とか、

小城とかでなく、佐賀県がそういう風な方向を、目を向けていただくならば、人口増えてくるはずなん

ですよ。私は、そう思いますので、大胆な発想をこれから土地利用計画の中に、ぜひ折りこんでいただ

きたいと、希望的感覚ではございますけど、ぜひお願いしたいと思います。 

 

○長委員 

私のほうから一言、お願いでもあるわけですけれども、先ほど、御説明の中で、小学校単位ですね、

資料を整備して、そういうものをベースにしながら、都市計画マスタープランに盛り込んでいきたいと

いう、大事な視点かなと思います。それで、先ほど、参考資料７の５ページの中で、中心拠点で、何を

誰が、いつやるのかという、クエッションが書いてありますけれども、中心市街地に関わらず、それぞ

れの小学校区のくくり方で、市民の人たちが、それぞれの地域のまちづくりをですね、一体となって、
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されていく新しい仕組みづくり、ソフトの方が必要だと思うんですよね、今、私達、佐賀大学が小城で

やっている公開講座で、２年目でまちづくりがテーマにやっているわけですけれども、住民の人たちが

中心となって、それぞれの地区のまちのあり方を考えて、自分達で老若男女、協力しながらやっていく

という仕組みを作ろうと。それとやっぱり、連携していかないと、こちらは、どちらかというとハード

ですね、本当は、ソフトの方があって、それを可能にするために、ハードの整備をしていくというのが、

一番望ましい姿だと思うんですが、なかなか、ソフトの方、どういうまちにするのか、どういう佐賀県

にするのか、そういった環境をするためにハードをどうするかのかというのは、そういった順だと思う

んですけども、この間、過去のいろんなものを見ますと、どうしてもハード的なものが先行して、ソフ

トがなかなか対応しきれていない。そういったことがあると思うんですけれども、今回、ぜひ、ソフト

のほうのことは、他の課のことでやっているわけですね、そこの連携をきっちりとっていただいて、か

みあわせないといけないわけですね、だから、配慮していただきたいなと思います。 

他に意見は、ありませんか。 

 

○Ｉ委員 

資料の中に、旧小城町、旧牛津町、旧三日月、旧芦刈とありますので、旧はやめにしてですね、エリ

アという風にしたほうが、全体的な感じがいいのかなと。それに伴う、エリアの境目ですね、各々政策

が違って、やり方が違って、境目にどうしても、歪みがあるんですね。というのは、住民感情とか、開

発のときのしこりとか、まあ、そういうのが隋書に見られるところがあるんですよね。それを都市計画

の中で、エリアをそういう旧町単位じゃない、形を目指していく方策をやってほしいなという風に思い

ますから、まず、旧何々町とかというのをとりはらうのが、都市計画審議会で洗練をつけたほうがいい

のではないか。そうすることによって、住環境が整備されて、人口増にも繋がるということだと思うん

ですね、例えばの話ですけど、私の住んでいる地域と川一つ隔てた旧町があるんですよね。片方は、下

水道が済んでいる、片一方は、本当、１０ｍを離れていないけど、整備されていない。その川には、上

流から流入がないにもかかわらず、生活排水がながされている。そういうものを今後、取り払っていく

のか、いっしょにしていくのかというのを議論するときに、エリアですね、選択をしながらやっていく

というのを、この都市計画でやっていくと私は思います。 

 

○長会長 

非常に重要な御指摘だと思います。区域は、旧とは外して、組替えがなされていますので、言われた

とおり、旧という表現はやめて、もう、ゾーンにしましょうと。このゾーンのくくり方は、また、いろ

んな事業によって、かならずしも同じじゃなくて、いろんな重ね方があると思いますので、いわゆる旧

なんとかの行政割みたいな形で、ひとつのゾーンがあてはまるという形でなくてもいいと思いますので、

できれば、記録するときは、活字のとこでは、旧はとりましょうと、これでいいかなと、検討していた

だいて、まずいところがあればしょうがないでしょうけど、かまわないということであれば、それを外

した方がいいのかなと。 

他にないでしょうか。 

 

○Ｆ委員 

土地利用作成の方針とかですね、文言が小城市全体の発展のために戦略的に事業を選択すると、戦力

という言葉が使われておりますけど、地域の住民の方が望む振興策というのは、あれもしたい、これも
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したいと、いっぱい出てくると思うんですね、そういった中で、小城市は、合併して、例えば、農業に

しても、商業、観光、そういった戦略的に施策が進んでいるのかというと、なかなか、そういったとこ

ろが見えてこないと議会でもいろいろ論議されるとこなんですけれども、この土地利用方針作成にあた

って、ぜひ、関係各課といろいろ協議する中で、選択と集中と言いますか、ぜひ、そういった分野別の

戦略が見えてくるような計画作成にあたってもらいたいなと思います。 

 

○長会長 

ありがとうございます。それでは、いろいろ御意見もあるとは思いますが、本日の議題と報告につき

ましては、終了したということでございますが、事務局の方から何かありますか。 

それでは、審議のほうは、これで終了したいと思いますので、事務局の方にマイクをお返しします。 

 

○事務局（池田室長） 

本日、第４回小城市都市計画審議会、議案第１号の小城都市計画下水道の変更、それと、その他の方

で土地利用方針の説明ということで、本当に長時間にわたりまして、皆さん、お疲れさまでした。どう

も、ありがとうございました。 

 

〈閉会〉 


